
質問と回答は以下のとおりです。 2024年12月16日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 10
１.本業務に係る実施方針及び留意事項（９）現地活動費用の切
り分け

「本邦での通訳傭上費」とは、オンライン講義を日本語で実施す
る場合の日⇒英通訳者のことを想定しているのでしょうか？
もしくは、本邦研修で企業視察等を行う際の日英通訳者でしょ
うか？

現段階では、「本邦での通訳傭上費」とは、オンライン講義等を
日本語で実施する場合の日⇒英通訳を想定しています。本邦
研修に際してはJICA国内機関により研修監理員を配置し、通
訳業務を行うことを想定しております。

2 11 本邦研修参加者の旅費の定額計上について

p.10-11にプロジェクト予算による負担として、「本邦研修参
加者の旅費」とありますが、p.38の定額計上の本邦研修につ
いては、報酬以外には「国内業務費」しか計上されていません。
この「国内業務費」中に「本邦研修参加者の旅費（航空券、日
当、宿泊費）」も含まれていますか。あるいは「本邦研修参加者
の旅費」は本見積に含めるということになりますか。研修・招へ
いガイドラインのp.24では「研修員／被招へい者の受入に係
る経費（航空券、国内移動旅費、宿泊費、滞在費 等）や研修監
理員／同行案内人に係る経費については、JICA が負担しま
すので、契約金額に含める必要はありません。」とありましたの
で、念のため確認させてください。

「国内業務費」中に「本邦研修参加者の旅費（航空券、日当、宿
泊費）」は含まれません。研修・招へいガイドラインに記載のと
おり、研修員／被招へい者の受入に係る経費（航空券、国内移
動旅費、宿泊費、滞在費等）や研修監理員／同行案内人に係る
経費については、JICA が負担しますので、契約金額に含める
必要はありません。

3 16
(イ) CJCC アクセラレータープログラム（CJAP）a. CJAP の
実施支援

CJAP運営での講師配置に関して、出来る限り現地リソースを
活用しながらも、CJCC の要望等により日本人講師の活用が
必要となる場合、日本人講師への謝金は、プロジェクト予算も
しくは本業務実施契約のどちらの範囲に含まれますでしょう
か？

出来る限り現地のリソースを活用することが好ましいですが、
CJCCの要望等により日本人講師の活用が必要となる場合、
日本人講師への謝金は、本業務実施契約の範囲とします。
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4 18 ２.本業務にかかる事項（２）本邦研修①経営塾

想定規模において参加者数の欄に「※ただし、参加人数および
日数は都度発注者と相談する。」とありますが、記載されてい
る日数（約8日）よりも増えた場合でも、定額計上の範囲内で
実施するということでしょうか？

現段階では、日数を増やすことは想定しておりません。なお、
業務確定後に定額計上の設定金額を超えることが明らかに
なった場合には、業務内容の見直しや契約変更による増額を
行います。

5 27 ４.事業の枠組み（４）主な活動
本プロジェクトに係る主な活動が、1-1から3-5まで記載され
ていますが、本業務（ビジネスコース実施・起業家支援）におい
て対象となる活動を明示いただけますでしょうか？

本業務において対象となる活動は、別紙案件概要表「4. 事業
の枠組み （4） 主な活動」の内、1-1、1-2、1-3、1-5、1-6と
なります。ただし、受注者は対象とならない活動にも目を配り
ながら、別途派遣される専門家と協働して本業務を実施いた
だきたく存じます。

6 37 契約期間の分割について

本案件は複数年度に跨り実施される案件ですが、「第1 章「１.
競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分
割されてはいない」ことから、見積は年度毎に分割の必要はな
いとの理解でよいでしょうか。

ご認識のとおり、契約履行期間の分割を行う想定はございま
せんので、見積は年度毎に分割する必要はございません。

以上






